
大和郡山市の水道をご利用の皆様へ 

 

水道料金・下水道使用料の「口座振替（新規・変更）」一時受付停止のお知らせ 

 

 大和郡山市を含む参加団体（裏面記載）の水道事業は、令和７年４月１日から奈良県広

域水道企業団に事業統合されます。企業団とは、奈良県及び当市を含めた２６市町村の

２７団体により構成される特別地方公共団体（公営企業）です。 

この事業統合に伴い、各参加団体での水道料金・下水道使用料（水道料金等）の「新規

の口座振替」や「引き落とされる口座の変更」のご依頼を一時受付停止することとなり

ました。 

 

口座振替のお申し込みは、企業団の口座振替依頼書にて令和７年４月１日以降に再開

となります。 

 

新規の口座振替や口座の変更をご希望の方には、大変ご迷惑をおかけいたします。

しばらくの間、水道料金等の納付書を送付いたしますので、納付書によるお支払いをお

願いいたします。４月以降に企業団ホームページ等にて口座振替受付再開の案内をさ

せていただきます。 

なお、現在、水道料金等の納付に口座振替をご利用いただいている方につきまして

は、自動的に企業団への口座振替に切り替わりますので、お手続きは不要です。 

【口座振替依頼書 受付停止期間（大和郡山市の場合）】 

令和６年１１月１日～令和７年３月３１日 

 
※受付停止開始日は、水道ご利用場所の自治体によって異なります。 

水道ご利用場所が大和郡山市以外の場合は、裏面の参加団体へお問い合わせください。 

 

※停止期間前にご提出いただいた依頼書でも、金融機関の手続きや郵便事情により口座振

替ができない場合があります。ご了承ください。 



ご不明な点がございましたら、水道ご利用場所の下記各市町村＜お問い合わせ先＞

までご連絡をお願いいたします。 

 

【企業団への参加団体・お問合せ先電話番号】 

   

※水道ご利用場所が、奈良市・葛城市の場合は、参加団体ではないため、引き続き口

座振替依頼書を提出いただけます。 

大和郡山市   ０７４３－５３－３６６１      斑鳩町    ０７４５－７４－１４０１ 

天理市        ０７４３－６３－９２５１      安堵町    ０７４３－５７－２３３３ 

橿原市        ０７４４－２７－４４１１      高取町    ０７４４－５２－３３３４ 

大和高田市    ０７４5－52－1365     明日香村  ０７４４－５４－３３５１ 

桜井市        ０７４４－４２－９２１１     上牧町    ０７４５－７６－４５９９ 

五條市        ０７４７－２２－４００１     王寺町    ０７４５－７３－２５６８ 

御所市        ０７４５－６２－１５９１     広陵町    ０７４５－５５－２２３４ 

生駒市        ０７４３－７９－２８００     河合町    ０７４５－５６－５２１０ 

香芝市        ０７４５－７６－２３０１     吉野町    ０７４６－３２－８１７５ 

宇陀市        ０７４５－８２－２１８５     大淀町    ０７４７－５２－０１３７ 

平群町        ０７４５－４５－１００４     下市町    ０７４７－５２－５５４０ 

三郷町        ０７４５－４３－７３６１    

磯城郡水道企業団 （川西町・三宅町・田原本町）     ０７４４－３２－２５１６  


